
株式会社メディヴァ  デイサービス開設・運営セミナー事務局 山本 
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医療サービス提供者向け 
改正介護保険を見据えた 「短時間型デイサービス」開設のポイント 

川原 満隆 
 株式会社メディヴァ 介護事業部長 
 元 ケアパートナー株式会社 役員 

鈴木 勝也 
 株式会社メディヴァ コンサルタント 

 医療・介護施設の開業、運営コンサルティングを行う（株）メディヴァは、この度デイサービスの開設・運営に関するセミナーを開
催します。本セミナーでは、2012年の改正介護保険を見据えた短時間型デイサービス開設のポイントを踏まえ、医療機関が次
の一手として行う介護事業の魅力と経営的特徴をお伝えします。 
また、これまで10年以上にわたってデイサービス事業の運営に携わり、成功を収めてきた担当者が、現場的な視点と、経営的
な視点から分析し、分かりやすくご紹介致します。 
実際の導入事例を交えながら、具体的な実践方法が学べる内容となっております。ぜひこの機会にご参加下さい。 

日時 2011年10月16日（日） 
13:30〜16:00 

プライムセントラルタワー名古屋駅前店 
第7会議室 
JR名古屋駅徒歩7分、名鉄名古屋駅徒歩9分、 
近鉄名古屋駅徒歩9分、 
地下鉄東山線・桜通線名古屋駅徒歩4分 

20名（先着順） 

会場 

定員 

講演者 

短時間型デイサービス（通所介護）とは・・・ 

通所介護は日中の数時間をデイサービスセンターで過ごす、通所型介護サービスの一つです。日々の運営は看護師、介護
士によって行われ、機能訓練やレクリエーション、入浴、食事などが提供されます。中でも、短時間型デイサービスは３時間 

程度のサービス提供を行うものを意味し、食事や入浴がなく機能訓練に特化するものや、入浴だけに特化するものなど、
様々な業態ができ始めている分野です。 

デイサービスは、介護者の負担軽減の役割も担っていますが、短時間型ではより要介護者本人に向けたサービスに位置づ
けられます。いずれも要介護者とその家族を支える地域密着型の事業です。 

参加費:4,000円 

○ 改正介護保険法で開設手続きは変わる？ 
○ 市町村協議は居宅サービスの総量規制か？ 
○ 短時間デイサービスは医療機関の次の一手となりえるか？ 

参加申込書 （後ほどセミナー受講証と会場の地図をファックスさせていただきます） 

お名前 ご所属 ご連絡先 参加人数 

TEL（必須）: 

FAX（必須）: 

E-MAIL: 

 

参加費 一人4,000円 
（当日集めさせていただきます） 

講演内容 

（１）最新の医療業界情報 

  

（２）改正介護保険法のあらまし 

  

（３）メディヴァプロデュースの短時間デイサービス 

 『桜新町アーバン・デイサービス』の経営実態報告 

  

 〜開設5ヶ月で契約者数 80名超！〜 

  経費、人員配置、イニシャルコスト・・・・等々、実態に 

  基づいた経営・運営の詳細報告、及び短時間デイの 

  機能訓練改善効果の報告 

  

（４）開設方法と『ぽじえじネットワーク』について    
 

 ・市場調査→事業計画→物件開発→人材教育 

  →マーケティング→開設までの一連の流れ           

 ・開設後の運営支援（ぽじえじネットワーク）とは 

 


